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納
め
た
国
民
年
金
保
険
料
は

社
会
保
険
料
控
除
対
象
で
す

　

国
民
年
金
保
険
料
は
、
健
康

保
険
や
厚
生
年
金
な
ど
の
社
会

保
険
料
を
納
め
た
場
合
と
同
様

に
、
社
会
保
険
料
控
除
と
し
て

そ
の
年
の
課
税
所
得
か
ら
控
除

し
、
所
得
税
額
を
軽
減
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

　

税
法
上
と
て
も
有
利
な
国
民

年
金
は
、
老
後
は
も
ち
ろ
ん
、

不
慮
の
事
故
な
ど
万
一
の
と
き

に
も
心
強
い
味
方
と
な
る
制
度

で
す
。
保
険
料
は
忘
れ
ず
き
ち

ん
と
納
め
ま
し
ょ
う
。

【
控
除
対
象
】

平
成
29
年
１
月
～
12
月
の
期
間

に
納
め
ら
れ
た
保
険
料
の
全
額

（
過
去
の
年
度
分
や
追
納
さ
れ

た
保
険
料
を
含
む
）

※

配
偶
者
や
ご
家
族
の
負
担
す

べ
き
国
民
年
金
保
険
料
を
支
払

っ
て
い
る
場
合
、
そ
の
保
険
料

に
つ
い
て
も
合
わ
せ
て
控
除
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

【
手
続
方
法
】

　

年
末
調
整
や
確
定
申
告
に
よ

り
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
平
成
29
年
中
に
納
付

し
た
国
民
年
金
保
険
料
に
つ
い

て
、
社
会
保
険
料
控
除
を
受
け

る
た
め
に
は
、
保
険
料
を
支
払

っ
た
こ
と
を
証
明
す
る
書
類

（
領
収
証
書
等
）
を
添
付
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。

こ
う
ち
あ
っ
た
か
パ
ー
キ
ン
グ

　

高
知
県
で
は
、
障
害
や
高
齢

な
ど
の
た
め
に
移
動
に
配
慮
が

必
要
な
方
に
対
し
て
、
県
内
共

通
の
利
用
証
を
交
付
し
て
い
ま

す
。
利
用
証
を
お
持
ち
の
方
は
、

表
示
の
あ
る
ス
ペ
ー
ス
に
車
を

停
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

【
利
用
証
交
付
対
象
者
】

◆
身
体
障
害
・
知
的
障
害
・
精

　

神
障
害
・
発
達
障
害
・
要
介

　

護
認
定
・
難
病
な
ど
に
よ
り

　

移
動
に
配
慮
が
必
要
な
方

◆
妊
産
婦
・
け
が
等
で
一
時
的

　

に
移
動
の
配
慮
が
必
要
な
方

【
申
請
窓
口
】

◆
申
請
の
受
付
と
利
用
証
の
交
付

・
中
央
東
福
祉
保
健
所

・
高
知
県
障
害
保
健
福
祉
課

◆
申
請
の
受
付
の
み

・
福
祉
事
務
所
、
健
康
介
護
支

　

援
課
、
香
北
支
所
、
物
部
支
所

※

障
害
者
手
帳
等
を
持
参
の
こ
と

【
問
い
合
わ
せ
先
】

高
知
県
障
害
保
健
福
祉
課

☎
０
８
８
・
８
２
３
・
９
６
６
３

交
通
事
故
被
害
者
の

家
庭
を
サ
ポ
ー
ト

　

独
立
行
政
法
人
自
動
車
事
故

対
策
機
構
（
Ｎ
Ａ
Ｓ
Ｖ
Ａ
）
は
、

育
成
資
金
の
貸
し
付
け
や
介
護

料
の
支
給
を
行
っ
て
い
ま
す
。

【
育
成
資
金
の
貸
付
】

一
時
金
＝
15
万
５
千
円

入
学
支
度
金
＝
４
万
４
千
円

月
額
＝
１
万
円
ま
た
は
２
万
円

※

中
学
校
卒
業
ま
で
の
期
間
。
無
利
子
。

【
介
護
料
の
支
給
】
月
額
２
万

９
２
９
０
円
～
13
万
６
８
８
０
円

【
問
い
合
わ
せ
先
】

独
立
行
政
法
人
自
動
車
事
故
対

策
機
構
高
知
支
所

☎
０
８
８
・
８
３
１
・
１
８
１
７

自
賠
責
保
険
の

期
限
切
れ
に
要
注
意
！

　

自
賠
責
保
険
・
共
済
は
、
原

動
機
付
自
転
車
を
含
む
全
て
の

自
動
車
に
加
入
が
義
務
付
け
ら

れ
て
い
ま
す
。
有
効
期
限
切
れ

や
掛
け
忘
れ
に
ご
注
意
く
だ
さ

い
。
詳
し
く
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

h
ttp

://w
w
w
.jib

a
i.jp

【
問
い
合
わ
せ
先
】
国
土
交
通

省
四
国
運
輸
局
高
知
運
輸
支
局

☎
０
８
８
・
８
６
６
・
７
３
１
１

【
証
明
書
類
の
送
付
】

　

保
険
料
を
支
払
っ
た
こ
と
の

証
明
書
類
と
し
て
、
日
本
年
金

機
構
か
ら
『
社
会
保
険
料
（
国

民
年
金
保
険
料
）
控
除
証
明

書
』
が
送
付
さ
れ
ま
す
。
送
付

時
期
は
次
の
と
お
り
で
す
の
で
、

申
告
の
際
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

◆
１
月
１
日
～
９
月
30
日
の
期

　

間
に
納
付
し
た
方

11
月
上
旬
に
送
付

◆
10
月
１
日
～
12
月
31
日
の
期

　

間
に
今
年
初
め
て
国
民
年
金

　

保
険
料
を
納
め
た
方

　

来
年
２
月
上
旬
に
送
付

【
問
い
合
わ
せ
先
】

南
国
年
金
事
務
所

☎
０
８
８
・
８
６
４
・
１
１
１
１

被災宅地危険度判定

　被災宅地危険度判定は、巨大地震や大雨
などにより、宅地が大規模で広範囲に災害
を受けた場合に、宅地の被害状況や危険性
について判定し、表示するものです。
　判定結果は、次の３種類のステッカーを
現地の見やすい場所に掲示します。

　巨大地震などにより宅地が被災した場
合に、被害状況を把握するとともに、住
民へ情報を提供し、２次災害の軽減・防
止を図ろうとする制度があります。
【問い合わせ先】建設課　☎５３－３１１９

調査済（青色）要注意（黄色）危険（赤色）

被災した宅地の

危険を知らせるサイン

平成２９年秋の火災予防運動
１１月９日（木）～１５日（水）

　◆３つの習慣

　　　・寝たばこは、絶対しない。

　　　・ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する。

　　　・ガスこんろなどのそばを離れるときは、必ず火を消す。

　◆４つの対策

　　　・逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する。

　　　・寝具や衣類からの火災を防ぐために、防炎品を使用する。

　　　・火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器等を設置する。

　　　・お年寄りや体の不自由な人を守るため、隣近所の協力体制をつくる。

■問い合わせ先　消防本部消防課予防係　☎５３－４１７６

火の用心　ことばを形に　習慣に（平成２９年度全国統一防火標語）

住宅防火　いのちを守る　７つのポイント

月に１回は、住宅用火災警

報器の点検・お手入れを！

あなたのペット

近所迷惑になっていませんか？
ペットを飼うには、社会のルールを守り、

他人に迷惑をかけないようにすることが

大切です。適切な飼い方を心掛け、人と

ペットが共に快適に暮らせるように

しましょう。無理な数の飼育

をせず、適切な飼い方ができ

る数で飼育をしましょう。また、

犬や猫を飼うと決めたら、責

任と愛情を持って一生面倒を

見ましょう。

飼っている犬や猫が飼えなくなったら

やむを得ず飼育できなくなった場合、新

しい飼い主を探し、どうしてもいない場

合は中央東福祉保健所にご相談ください。

※動物愛護の観点から、原則、飼い犬・飼い猫の

引き取りは行いません。

不妊・去勢手術をしましょう

不妊・去勢手術をすることで、不幸な子

犬や子猫を増やすことがなくなります。

発情期がなくなることで鳴き声やけんか

が減り、乳がん等の予防にもなります。

犬の飼い主の方へお願い

　◆鶏を襲ったり、畑を荒らすなどの被害が出ています

　　脱出防止・しつけと訓練を行いましょう。

　◆犬のふんの始末は必ずしましょう

　　道路や畑に犬のふんが放置されています。

　　責任を持って必ず飼い主が持ち帰りましょう。

　◆なるべく鳴かないようにさせましょう

　　ストレスがたまらないように散歩をさせましょう。

　　ひどく鳴く場合は、動物病院に相談しましょう。

　※犬の登録、狂犬病の予防注射も必ず行いましょう！

猫の飼い主の方へお願い

　◆放し飼いによるふんなどの被害が多発しています

　「放し飼い」「ふん尿害」「野良猫の引き取り」などの

　　苦情や相談が多く寄せられます。迷惑にならないよ

　　う飼育しましょう。猫は室内飼いをおすすめします。

　◆名札をつけましょう

　　迷っても飼い主が分かるようにしましょう。

　◆野良猫にエサを与えないようにしましょう

　　野良猫にエサを与えると、エサを求めて他から猫が

　　集まってきて、被害が大きくなります。

　問い合わせ先

　環境上下水道課　☎５３－１０６３

　県中央東福祉保健所衛生環境班

　☎５３－３１９０

▲駐車場の表示

ＨＰ


